
　平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、毎年度、財政指標
（健全化判断比率及び資金不足比率）を算定し、監査委員の審査を受け、その意見を付した上で
議会に報告するとともに、市民の皆さんに公表することが義務となりました。
　健全化判断比率は、(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来
負担比率の4つの指標で、それぞれの比率に応じて「健全」「早期健全化」「財政再生」の3段階
((4)将来負担比率は、財政再生段階なし)に区分されます。
　資金不足比率は、公営企業会計ごとに算定するもので、「健全」「経営健全化」の2段階に区分
されます。

　習志野市の令和３年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率は、下記のとおり
全て健全段階となりました。

令和２年度
早期健全化

基準

実質赤字比率 11.58％ 20.00％ －％ 11.66％

連結実質赤字比率 16.58％ 30.00％ －％ 16.66％

実質公債費比率 25.0％ 35.0％ 8.0％ 25.0％

将来負担比率 350.0％ 35.3％ 350.0％

※実質赤字額、連結実質赤字額がない場合は、「－％」で表示しています。

特別会計の名称
経営健全化

基準

水道事業 20.0％ －％

ガス事業 20.0％ －％

下水道事業 20.0％ －％

※資金不足額がない場合は、「－％」で表示しています。

（参考）
指標の名称 令和３年度

早期健全化
基準

令和３年度

－％

（参考）
令和２年度

財政再生
基準

－％

－％

－％

1　健全化判断比率

2　資金不足比率

－％

健全化判断比率等について

令和３年度決算における健全化判断比率等

7.7％

26.9％
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健全化判断比率等の概要（習志野市）

（１）健全化判断比率（地方公共団体の財政の健全性に関する指標）

（２）資金不足比率（地方公営企業の経営の健全性に関する指標）

【対象範囲の概要】
健全化判断比率等の対象範囲 習志野市における主な対象会計等

一般会計
※一般会計等に属する
特別会計はありません

国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計

ガス事業会計
水道事業会計
下水道事業会計

北千葉広域水道企業団、千葉県競馬組合

四市複合事務組合、市町村総合事務組合

千葉県後期高齢者医療広域連合

習志野市開発公社、千葉県信用保証協会

習志野市スポーツ振興協会、習志野文化ホール

連結実質赤字比率

一部事務組合・広域連合

地方公社・第三セクター等

地方
公共
団体

一般
会計等

公営
事業
会計

一般
会計

うち
公営
企業
会計

特別
会計

一般会計等が負担する
元利償還金及び準元利
償還金の標準財政規模
に対する比率

一般会計等が将来負担
すべき実質的な負債の
標準財政規模に対する
比率

将来負担比率

20.0％

指標名

資金不足比率
各公営企業ごとの資金
不足額の事業規模に対
する比率

内容

ガス事業会計
下水道事業会計

30.00％

35.0％

16.25％～
   20.00％

25.0％

早期健全化基準

11.25％～
   15.00％

財政再生基準

20.00％実質赤字比率

実質公債費比率
（３ヵ年平均）

指標名

一般会計等
公営事業会計
一部事務組合
広域連合

一般会計等
公営事業会計

内容 対象範囲

一般会計等
一般会計等を対象とし
た実質赤字額の標準財
政規模に対する比率
公営企業を含む全会計
を対象とした実質赤字
（又は資金の不足額）
の標準財政規模に対す
る比率

経営健全化基準

20.0％

20.0％

一般会計等
公営事業会計
一部事務組合
広域連合
地方公社
第三セクター等

350.0％

対象範囲

水道事業会計

実
質
赤
字
比
率 連

結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

資
金
不
足
比
率
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【一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率】

【算定式】

【令和３年度の状況】

※実質赤字比率の早期健全化基準は、標準財政規模に応じて定められています。

【説明】
　毎年4月に始まり翌年3月に終わる地方公共団体の一会計年度における歳出は、歳入の範囲
内で行うことが原則であり、歳入が歳出に不足する事態となり赤字を生じることは望ましく
ありません。

　仮に、歳入不足・赤字が解消できない場合には、翌年度歳入の繰上充用や当該年度の歳出
予算に計上した事業を翌年度に繰り越すこと（歳入不足に起因する事業の繰り越し）となり
ますが、翌年度においてもその分の歳入確保または歳出の削減ができなければ、更に繰り越
され、赤字額が累積していくことになります。

　地方公共団体の中心的な行政サービスを担う一般会計等について算定を行う「実質赤字比
率」は、このように、当該年度の歳入不足により支払うべき債務を繰り延べたり、執行すべ
き事業を繰り越したりしたものがあれば、これらを含めた赤字額を「実質赤字額」として算
定し、この額を地方公共団体の一般財源（市税や地方交付税等）の標準的な規模を表す標準
財政規模で除した比率であり、一般会計等における赤字の深刻度を把握するための比率です。

　この比率が高ければ高いほど赤字の解消が難しくなり、解消期間も長期間にわたるなど深
刻な事態に陥ることとなりますが、本市の令和３年度決算におきましては、実質赤字は生じ
ておりませんので、実質赤字比率の表記につきましては、実質赤字額がないことを示す「－
％」となっています。

　なお、一般会計等の黒字額の程度をご覧いただくため、一般会計の実質収支額を分子とし
て標準財政規模と比較したものを、実質赤字比率の算定結果として下記の枠内にマイナス％
で表示しています。

【実質赤字比率の算定結果】

（ ％
表示単位未満切捨て

※一般会計等の収支が黒字であるため、算定比率はマイナス表示としています。

　令和３年度決算における実質赤字比率（黒字額の程度を表す比率）は△10.04％で、前年度
に比べ、黒字額が13億7,171万円増加したことなどにより、3.46ポイント改善しております。

実質赤字比率

財政再生基準
習志野市に適用される基準

実質赤字比率

実質赤字比率 ＝
一般会計等の実質赤字額

標準財政規模

基準範囲
指標名

早期健全化基準

35,680,496 千円
＝

（参考）２年度
△ 6.58 ）

20.00％11.25％～15.00％ 11.58％

△ 3,584,671

（比率≦0の場合、－）－％令和３年度決算に基づく習志野市の実質赤字比率

実質赤字比率 ＝
千円

△ 10.04 ％
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【算定式】

【令和３年度の状況】

※連結実質赤字比率の早期健全化基準は、標準財政規模に応じて定められています。

【説明】
　地方公共団体の会計は、地方税、地方交付税などの一般財源を支出の主な財源とする一般
会計のほか、介護保険料等を財源として事業を実施する介護保険事業特別会計など各種の公
営事業会計があります。介護保険料等で解消できない赤字があれば、地方公共団体としてこ
の赤字に対処しなければならないため、公営事業会計などの経営状況が一般会計に与える影
響についても捉える必要があります。このため、地方公共団体の全ての会計の赤字額と黒字
額を合算して、当該地方公共団体一法人としての赤字額を、当該団体の標準財政規模で除し、
地方公共団体全体としてみた赤字の深刻度を把握するものが「連結実質赤字比率」です。

　本市における各会計の収支状況は、下記「各会計の状況」で示したとおりであり、赤字を
生じている会計はありませんので、連結実質赤字比率につきましても、実質赤字比率と同様
に連結実質赤字額がないことを示す「－％」となっています。

　なお、本市全体の黒字額の程度をご覧いただくため、各会計の実質収支額及び剰余額の合
計額を分子として標準財政規模と比較したものを、連結実質赤字比率の算定結果として下記
の枠内にマイナス％で表示しています。

【各会計の状況】

【連結実質赤字比率の算定結果】

（ ％
表示単位未満切捨て

※本市全体の収支が黒字であるため、算定比率はマイナス表示としています。

　令和３年度決算における連結実質赤字比率（黒字額の程度を表す比率）は△43.32％で、
前年度に比べ連結黒字額が17億9,801万3千円増加したことなどにより、2.65ポイント増加
しております。
　連結実質黒字額の増加の主なものは、実質収支額が一般会計で13億7,171万円、ガス事業
会計で2億3,147万5千円、下水道事業会計で5億7,318万9千円、それぞれ改善したことによる
ものです。

△ 40.67 ）
（参考）２年度

一般会計
国民健康保険特別会計

下水道事業会計

65,425

7,051,048
3,156,850

15,458,545

△ 15,458,545

千円

会計名

合計

介護保険特別会計

ガス事業会計
水道事業会計

後期高齢者医療特別会計

実質収支額・剰余額

35,680,496

千円
千円

千円

千円

千円
千円

千円

558

（比率≦0の場合、－）－％令和３年度決算に基づく習志野市の連結実質赤字比率

連結実質赤字比率 ＝
千円
千円

＝ △ 43.32

2,212,961

30.00％

財政再生基準
習志野市に適用される基準基準範囲

16.25％～20.00％

早期健全化基準

連結実質赤字比率

連結実質赤字比率 ＝
連結実質赤字額
標準財政規模

【地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の
　標準財政規模に対する比率】

連結実質赤字比率

指標名

16.58％

732,069 千円

（参考）令和２年度令和３年度
3,584,671

294,735

1,305,258

257,204 千円

13,660,532 千円

％

千円

3,358,428 千円
6,819,573 千円

千円
4,740 千円

275,557
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【算定式】

【令和３年度の状況】

令和３年度決算に基づく習志野市の実質公債費比率

【説明】
　地方公共団体の一会計年度を超える長期の借入金を地方債といい、この返済に充てる元利
償還金等の経費を公債費と呼んでいます。

　一般会計における公債費は、当然一般会計の義務的な経費となりますが、公営企業会計な
ど他会計における公債費支出に対して一般会計から他会計へ繰り出す経費などもあり、これ
についても一般会計の負担額として捉える必要があります。

　また、特別養護老人ホーム三山園などのように近隣市との組合により整備した施設に係る
地方債の返済費用の一部なども一般会計の義務的な負担となります。

　このため、こうした公債費に準じた経費も公債費に加算し実質的な公債費を算出のうえ、
一般財源の標準的な規模を示す標準財政規模を基本とした額（※標準財政規模から元利償還
金等に係る基準財政需要額を控除した額）と比較して指標化したものが「実質公債費比率」
です。

【実質公債費比率の算定結果】

（ ％ ）
表示単位未満切捨て 表示単位未満切捨て

【参考】

　実質公債費比率の算定につきましては、公債費や公債費に準じた経費を標準財政規模を基
本とした額で除したものの3ヵ年平均値で表すこととされており、令和3年度決算における3
ヵ年平均値は、上記の実質公債費比率の算定結果に示したとおり7.7％、前年度に比べ0.3ポ
イントの減少となっています。これは主に令和3年度単年度実質公債費比率が、30年度に比
べ0.77967ポイント減少したことによるものです。
（令和3年度単年度の比率は5.91386％、2年度に比べ0.92646ポイントの減少となっていま
す。）

＝ 6.69353
28,783,401 千円

実質公債費比率
（30年度単年度）

＝
1,926,626 千円

％＝
1,903,759 千円

＝
32,191,500 千円

5.91386

％

7.7 ％＝
実質公債費比率

（元～3年度平均）
＝

23.36479 ％
3

指標名

実質公債費比率
【一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の
　標準財政規模に対する比率】

千円
＝

実質公債費比率 ＝
－（特定財源＋基準財政需要額算入額）

実質公債費比率
（2年度単年度）

＝

実質公債費比率

千円

実質公債費比率
（元年度単年度）

＝
3,068,951 千円

実質公債費比率
（3年度単年度）

35.0％

28,923,425 千円

6.84032
2,063,633
30,168,658

10.61061 ％

％

＝

（参考）前年度算定
8.0

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）

標準財政規模－基準財政需要額算入額

7.7％

の3ヵ年平均

25.0％
早期健全化基準 財政再生基準
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【算定式】

【令和３年度の状況】

令和３年度決算に基づく習志野市の将来負担比率

※将来負担比率に係る財政再生基準は定められておりません。

【説明】
　地方公共団体が将来支払っていく負債には、一般会計における地方債（地方公共団体の長
期借入金）残高のほか、一般会計で負担すべき職員の退職手当、債務負担行為のように借入
金ではないものの契約等で将来の支払いを約束したもの、下水道事業債のように公営企業等
の他会計の地方債現在高で一般会計が負担するもの（一般会計からの繰出金に含まれる）、
また、特別養護老人ホーム三山園などのように近隣市との組合により整備した施設に係る地
方債の本市負担分（一般会計からの負担金等に含まれる）などがあります。

　また、第三セクター等の負債のうち、地方公共団体がその損失補償をしているものについ
ては、第三セクター等の経営状況によっては、一般会計等で負担しなければならなくなる
こともありえます。

　このような、一般会計等が将来的に負担することが予想される実質的な負債にあたる額を
「将来負担額」として把握し、この将来負担額から負債の返済に充てることができる基金等
の額を差し引いたうえで、その団体の標準財政規模を基本とした額で除したものが「将来
負担比率」です。

【将来負担比率の算定結果】

（ ％ ）
表示単位未満切捨て

したことによるものです。

＝ 26.9 ％＝
8,685,515
32,191,500

千円
千円

千円

35,680,496 千円
基準財政需要額算入額

3,488,996 千円
－

財政再生基準

70,184,672 千円
充当可能財源等

－

指標名

将来負担比率
【一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の
　標準財政規模に対する比率】

将来負担比率 ＝
＋特定財源見込額＋基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模－基準財政需要額算入額

将来負担額－（充当可能基金額　　　　　　　　　

早期健全化基準

（参考）前年度算定
35.3

将来負担比率

＝将来負担比率

26.9％

350.0％

標準財政規模
78,870,187
将来負担額

和3年度決算における将来負担比率は26.9％で、前年度に比べ8.4ポイント減少して

減少した主な内容としては、将来負担額が4億2,808万2千円減少したことに加え

この比率が高い場合は、当該団体の標準財政規模に比べて大きな将来負担を抱えている
ということになり、財政運営上の問題が生じる可能性が高くなるといえます。本市の令

充当可能財源等が15億4,678万6千円増加したことによるもので、その主な内訳としては、
公営企業債等繰入見込額が5億557万円減少、充当可能基金が15億936万8千円増加

おります。

-6-



【算定式】

【令和３年度の状況】

【説明】
　資金不足比率は、一般会計等における実質赤字額に相当する各公営企業会計における資金
不足額を各企業の事業規模で除した比率で、この比率が高いほど各企業の事業規模に比べ累
積された資金不足が生じていることになるため、公営企業としての経営状況に問題があるこ
とになります。

　本市において公営企業会計に分類される会計は、水道事業会計、ガス事業会計、下水道
事業会計の3会計ですが、これらの会計については、すべての会計において剰余金（黒字）
が発生している状況にあるため、資金不足比率の表記につきましては、実質赤字比率の
表記と同様に、資金不足額がないことを示す「－％」となっています。

　なお、各会計の剰余額（黒字）の程度をご覧いただくため、各公営企業会計の剰余額を分
子として各会計の事業規模と比較したものを資金不足比率の算定結果として下記の枠内にマ
イナス％で表示しています。

【資金不足比率の算定結果】

（ ％ ）
表示単位未満切捨て

　令和３年度決算における資金不足比率（黒字額の程度を表す比率）は△189.3％で、前年度に
比べ11.5ポイント減少しております。

（ ％ ）
表示単位未満切捨て

　令和３年度決算における資金不足比率（黒字額の程度を表す比率）は△120.1％で、前年度に
比べ11.5ポイント減少しております。

（ ％ ）
表示単位未満切捨て

　令和３年度決算における資金不足比率（黒字額の程度を表す比率）は△31.3％で、前年度に
比べ13.4ポイント改善しております。

20.0％

経営健全化基準

（比率≦0の場合、－） 20.0％

（比率≦0の場合、－） 20.0％

特別会計の名称

水道事業

－％

下水道事業 －％

ガス事業

令和3年度決算に基づく資金不足比率

（比率≦0の場合、－）－％

＝ △ 189.3 ％
（参考）R2年度

△ 200.8
水道事業 ＝

資金不足比率 【各公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率】

資金不足比率 ＝
資金の不足額
事業の規模

△ 7,051,048 千円

△ 3,156,850 千円
1,667,027 千円

下水道事業 ＝

5,866,494 千円

△ 1,305,258 千円
4,163,441 千円

ガス事業 ＝

（参考）R2年度
△17.9

△ 31.3

△ 120.1 ％＝

％＝

（参考）R2年度
△ 131.6
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